
町職員を募集します！
■採用予定日　　平成31年4月1日
■採用予定人員　　各職種とも若干名
■勤務予定場所　　保育士以外：本庁および出先機関、保育士：町内の保育園
■採用職種・受験資格

採用職種 受験資格

一般
事務

上級行政 昭和63年4月2日以降に生まれた人で、大学（短期大学を除く）を卒業した人
中級事務 昭和63年4月2日以降に生まれた人で、短期大学を卒業した人
初級事務 平成8年4月2日以降に生まれた人で、高等学校を卒業した人

土木
技師

上級土木 昭和63年4月2日以降に生まれた人で、大学（短期大学を除く）の土木課程を卒業した人
中級土木 昭和63年4月2日以降に生まれた人で、短期大学または高等専門学校の土木科を卒業した人
初級土木 平成8年4月2日以降に生まれた人で、高等学校の土木科を卒業した人

社会人枠 昭和63年4月2日以降に生まれた人で、土木課程等（専門学校を含む）を卒業した人または関連
資格を有し、実務経験のある人

保育士 中　　級 平成4年4月2日以降に生まれた人で、保育士の資格を有する人
保健師 中　　級 昭和58年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格を有する人

管理栄養士 中　　級 昭和63年4月2日以降に生まれた人で、管理栄養士の資格を有する人
臨床心理士 上　　級 昭和58年4月2日以降に生まれた人で、臨床心理士の資格を有し、実務経験のある人
注1） 受験資格について
　● 各職種とも、受験資格にある学校（学校教育法によるものに限る）と同等と認める学校等を卒業した人および平成31年3月

までに卒業見込みの人を含みます。
　● 専門職については、平成31年3月までに資格取得見込みの人を含みます。
　● 大学またはこれと同等と認める学校等を卒業した人は、中級および初級を受験することができません。同様に短期大学等を
卒業した人は、初級を受験することができません（保育士、保健師、管理栄養士、社会人枠を除く）。

注2）次のいずれかに該当する人は、いずれの職種も受験できません。
　（1） 日本の国籍を有しない人
　（2） 地方公務員法第16条（欠格条項）に該当する人

■試験日および場所　平成30年9月16日（日）　役場2階　会議室1・2、大会議室
　　　　　　　　　　※時間等は、申込者に別途通知します。
　　　　　　　　　　※試験内容等についての詳細は、町のホームページに掲載していますのでご覧ください。
■受験手続

申込書類

□御代田町職員採用試験受験申込書（町指定※）
□写真（申込日前3ヵ月以内に撮影したものを申込書に貼付）
□最終学校の卒業証明書または卒業見込証明書
□最終学校の成績証明書
□受験資格に必要な免許等を有する人は、免許証等の写し

申込方法

持参による
申し込み

受付期間中の午前8時30分～午後5時15分までの間（土・日曜日および国民の祝日を除
く）に総務課庶務係へ持参してください。

郵送による
申し込み

必要書類を必ず封筒に入れ、特定記録郵便などの確実な方法により総務課庶務係宛に
郵送してください。7月27日（金）までの消印のあるものに限り受け付けます。ただし、
日本国外からの郵送によるものは、7月27日（金）までに到着したものに限ります。

受付期間 平成30年6月25日（月）～平成30年7月27日（金）まで
受 験 票 受付終了後、申込者宛に郵送します。（受験票には、受験申込書と同じ写真を貼付してください。）
※町指定の様式は、ホームページからダウンロードしてください。総務課でも交付しています。

■給　与　御代田町職員給与条例等の定めにより支給します。
■その他　 提出された書類については返却しません。この試験の実施に際して収集する個人情報は、この試験のために

必要な範囲でのみ利用します。

問い合わせ・郵送宛先　〒389-0292　御代田町大字馬瀬口1794番地6　総務課庶務係（32）3111
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田
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挙
人
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に
登
録
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、
投
票
日
当
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に
選
挙
権
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有

す
る
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の
方

● 

18
歳
以
上（
平
成
12
年
８
月
６
日

以
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に
出
生
）の
方
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平
成
30
年
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日
以
前
か
ら
御

代
田
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
方

投
票
所
入
場
券

　

投
票
所
入
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は
、
世
帯
ご
と
に

作
成
し
て
世
帯
主
宛
て
に
郵
送
し
ま

す
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圧
着
ハ
ガ
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の
内
側
に
同
一
世

帯
４
名
ま
で
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
選
挙
か
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、
各
自
の
入
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券

の
大
き
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が
従
来
の
も
の
よ
り
大
き

く
な
り
ま
す
。
入
場
券
の
下
側
に
期

日
前
投
票
の
際
に
必
要
な「
宣
誓
書
」

が
あ
り
ま
す
。
切
り
離
す
際
は
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
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前
投
票

　

仕
事
や
旅
行
で
投
票
日
に
投
票
所
に
行
け
な
い
方
は
、

期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

御
代
田
町
に
転
入
し
た
方

　

平
成
30
年
４
月
19
日
以
後
、
県
内

の
市
町
村
か
ら
御
代
田
町
へ
転
入
し

た
方
は
、
旧
住
所
地
で
の
投
票
に
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
旧
住
所
地
の
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
す
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こ
の
場
合
、
市
町
村
長
が
発
行
す

る「
引
き
続
き
長
野
県
内
に
住
所
を

有
す
る
旨
の
証
明
書
」を
提
示
す
る

等
の
方
法
に
よ
り
、
引
き
続
き
県
内

に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
証
明

書
は
、
最
寄
り
の
市
役
所
、
町
村
役

場
の
住
民
課
等
で
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

他
市
区
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で
の
不
在
者
投
票

　

滞
在
先
の
市
区
町
村
選
挙
管
理
委

員
会
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

事
前
に
所
定
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

投
票
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
の

で
、
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

時
間

　

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

期
日

　

８
月
５
日（
日
）

期
間

　

７
月
20
日（
金
）〜
８
月
４
日（
土
）

時
間

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

場
所

　

役
場
２
階　

会
議
室
２

　
（
役
場
東
玄
関
か
ら
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

）

持
ち
物

　

投
票
所
入
場
券

　
（
入
場
券
が
な
く
て
も
投
票
で
き
ま

す
。係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。）

問
い
合
わ
せ
先

　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
（
32
）３
１
１
１（
内
線
１
６
７
）
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入
場
券
下
側
の「
宣
誓
書
」に
必
要
事
項
を
記
入（
自

署
）し
、
期
日
前
投
票
所
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
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